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国民年金だより

国民年金保険料の追納制度を
ご存知ですか
　国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが
困難な場合には、申請により保険料の全額又は一部が免除
される「申請免除制度」や障害基礎年金を受けている方な
どが該当する「法定免除制度」があります。
　また、若年層（20歳代）の方を対象として保険料の納付が猶予される「若年者納付
猶予制度」や学生の方を対象とした「学生納付特例制度」もあります。
　これらの保険料免除や納付猶予などを受けた期間については、年金を受け取るために
必要な受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合よ
り少なくなります。
　このため、これらの期間は10年以内であれば、あとから保険料を納付すること（追納）
ができるようになっており、将来、受け取る年金額を増額するためにも、追納すること
をお勧めします。
　なお、保険料の免除や納付猶予などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して、
３年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が
上乗せされます。追納保険料は、先に経過月の分から順次納めていただくことになりま
す。

■お問い合わせ先　住民福祉課住民係　℡６２－１１１１（内線１３４）




